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登
録
制
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス

　
放
送
内
容
を
、
放
送
と
同
時
に
メ
ー
ル
で

配
信
し
ま
す
。

　
登
録
用
二
次
元

　
バ
ー
コ
ー
ド
は
こ
ち
ら
 →
 

防
災
行
政
無
線
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
放
送
内
容
が
、
自
動
音
声
で
流
れ
ま
す
。

☎
０
８
０
０（
８
０
０
）８
８
４
８（
無
料
）

　
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
放
送
内
容

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

総
務
課
　
防
災
・
危
機
管
理
グ
ル
ー
プ

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
２
５（
直
通
）

　
町
で
は
、
毎
月
第
３
水
曜
日
（
午
前
９
時

～
　
時
　
分
）
に
健
康
相
談
の
時
間
を
設
け

11

30

て
い
ま
す
。
自
分
や
家
族
の
こ
こ
ろ
・
か
ら

だ
の
健
康
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
お
気
軽
に

町
の
保
健
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
ご
希
望
の
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
予
約
・
問
合
せ
先
】　
健
康
増
進
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
３
４（
直
通
）

　「
薬
だ
け
に
頼
ら
な
い
薬
剤
師
」
と
し
て

全
国
を
飛
び
回
る
長
島
先
生
を
お
招
き
し
、

実
践
的
で
日
常
生
活
に
取
り
入
れ
や
す
い
生

活
習
慣
病
予
防
の
た
め
の
知
識
や
、
ハ
ツ
ラ

ツ
と
し
た
毎
日
を
過
ご
す
た
め
の
健
康
体
操

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

　
受
講
料
無
料
で
す
の
で
、
皆
様
の
申
込
み

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
日
時
　
　
月
　
日
（
日
）

12

22

　
　
　
　
午
前
　
時
～
正
午

10

▼
場
所
　
水
戸
市
民
会
館
　
３
階
大
会
議
室

※
車
で
お
越
し
の
方
は
お
近
く
の
コ
イ
ン

パ
ー
キ
ン
グ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
定
員
　
１
２
０
人（
先
着
順
）

▼
講
師
　
健
康
増
進
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
㈱

長
島
寿
恵
先
生

▼
参
加
費
　
無
料（
参
加
者
に
は
ヤ
ク
ル
ト
１

０
０
０
を
１
本
プ
レ
ゼ
ン
ト
）

▼
申
込
方
法
　
下
記
の
二
次

元
バ
ー
コ
ー
ド
か
ら
、
「
参

加
申
込
フ
ォ
ー
ム
」
に
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
　

【
問
合
せ
先
】　

公
益
社
団
法
人
茨
城
県
薬
剤
師
会

☎
０
２
９（
３
０
６
）８
９
３
４

　
誰
も
が
突
然
、
事
件
や
事
故
な
ど
に
あ
う

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
万
一
被
害
に
あ
わ
れ

た
際
は
、
水
戸
警
察
署
や
左
記
の
相
談
窓
口

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
や
そ
の
ご
家
族
が
回

復
す
る
た
め
に
は
、
周
囲
の
方
の
ご
理
解
と

温
か
な
支
援
が
必
要
で
す
。
皆
さ
ん
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
公
益
社
団
法
人
い
ば
ら
き
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９（
２
３
２
）２
７
３
８

（
月
～
金
　
午
前
　
時
～
午
後
４
時
）

10

▼
茨
城
県
犯
罪
被
害
者
相
談
窓
口

☎
０
２
９（
３
０
１
） ７
８
３
 

な

や

み

 ０
 
ゼ
ロ

（
月
～
金
　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
※
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

【
問
合
せ
先
】　
秘
書
広
聴
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
２
６（
直
通
）

　
月
　
日
か
ら
　
月
１
日
は

11

25

12

犯
罪
被
害
者
週
間
で
す

防
災
行
政
無
線
の
放
送
内
容
の
確
認
に
ご

利
用
く
だ
さ
い

嬉

幾

岐

忌

寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄

寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄

希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希

希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希
希【問合せ先】　こども課　☎ 029－240－7144（直通）

制度改正の内容
⑴　高校生年代まで支給対象年齢の拡大
⑵　所得制限の撤廃
⑶　第３子加算額の増額〔第３子以降：30,000円〕
⑷　第３子加算（多子加算）のカウント方法の変更
　　〔算定対象は22歳になった日以後の最初の３月31日まで
　の子で、児童手当受給者が生活費等の経済的負担をし、養
　育している場合〕
⑸　支給期月の変更〔４月、６月、８月、10月、12月、２月
　各前月までの２か月分を支給〕

児童手当支給日の変更
　制度改正後、最初の支給となる令和６年12月支給分から、支給日が15日に変更されます。
　支払日及び口座振込の通知はお送りしていませんので、支給日以降、通帳のご確認をお願いします。

　現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童を養育している等、改めて申請が必要になる
場合があります。
　詳しくは、広報いばらきおしらせ版９月15日号または町ホームページをご確認ください。

 子育て家庭の方へ大切なお知らせ 

令和６年10月分から児童手当制度が変わります

もっと
子育て応援！

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
健
康
相
談

（
事
前
予
約
制
）

県
民
公
開
講
座「
フ
レ
イ
ル
打
破
の
た
め
の
県
民
健

康
ス
ク
ー
ル
～
充
実
し
た
毎
日
を
め
ざ
し
て
～
」


